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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の間隙を介してシール材によって貼り合わされた第１および第２の基板の間に電気
光学物質が封入され、該電気光学物質の封入領域の外周領域のうち、前記第１および第２
の基板の互いに同一方向に位置する各基板辺付近において前記第１の基板に形成された第
１の端子形成領域および前記第２の基板に形成された第２の端子形成領域で外部からの信
号入力および導通材による基板間の導通が成されている電気光学パネルにおいて、
　前記第１の基板の前記第２の基板と対向する側の表面には、前記導通材による基板間で
の導通によって前記第２の基板の側の第１の端子短絡部を経由して第１の電位が印加され
る第１の複数の電極パターンと、前記導通材による基板間での導通によって前記第２の基
板の側の第２の端子短絡部を経由して第２の電位が印加される第２の複数の電極パターン
と、が形成され、
　前記第２の複数の電極パターンのすべては、前記第１の複数の電極パターンの間に形成
され、
　前記第１及び第２の端子短絡部は前記シール材の内側に配置されること特徴とする電気
光学パネル。
【請求項２】
　請求項１において、前記導通材は前記シール材内に配合されていることを特徴とする電
気光学パネル。
【請求項３】
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　請求項１または２において、前記第１の基板には所定形状のセグメント電極を備える電
極パターンが形成され、前記第２の基板には、前記第１の基板に形成されている前記セグ
メント電極に対向する共通電極を備える電極パターンが形成されていることを特徴とする
電気光学パネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶などの電気光学物質を用いた電気光学パネル関するものである。さらに詳
しくは、当該電気光学パネルに形成された電極パターンに対する給電構造に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
電気光学物質として液晶を用いた電気光学パネルは、図７および図８に示すように、所定
の間隙を介して対向しシール材３０によって貼り合わされた矩形の一対の基板間にはシー
ル材３０によって電気光学物質封入領域３５が区画され、この電気光学物質封入領域３５
内には液晶などといった電気光学物質（図示せず。）が封入される。ここで、シール材３
０は、一部が液晶注入口として途切れており、ここから液晶をシール材３０の内側領域に
注入した後、液晶注入口３９については封止剤で封止する。
【０００３】
また、一対の基板の互いに対向する側の表面には、それぞれ適宜のパターン形成された電
極や配向膜等の絶縁膜が形成されている。また、一対の基板が重なり対向している領域に
おいて張出し部分に隣接した部位には、両基板の対向する側の表面にそれぞれ形成された
電極の間を導通材を介して導通させる基板間導通部が存在している。また、一方の基板１
０は他方の基板２０の外側に張出した張出し部分１５が形成され、この張出し部分１５に
は外部とフレキシブル基板等で接続される外部入力端子８１，８２が形成されているとと
もに、両基板の対向する側の表面にそれぞれ形成された電極や基板間導通部と電気的に接
続されている。
【０００４】
このような構成の電気光学パネル１では、外部からの信号入力および導通材を用いた基板
間導通のいずれもが、第１の基板１０および第２の基板２０において同一方向に位置する
各基板辺１０１、２０１付近で第１の基板１０および第２の基板２０のそれぞれに形成さ
れている第１の端子形成領域１１および第２の端子形成領域２１で行われる。従って、フ
レキシブル基板（図示せず。）などが接続される第１の基板１０において、第１の端子形
成領域１１は、基板辺１０１に近い部分が第２の基板２０から張り出した張出し部分１５
に形成されている。これに対して、第１の端子形成領域１１のうち電気光学物質封入領域
３５の側に位置する部分は、第２の基板２０の側との基板間導通用に用いられるので、第
２の基板２０との重なり部分に対応して形成されている。また、第２の基板２０において
、第２の端子形成領域２１は、第１の基板１０の側との基板間導通に用いられるので、第
１の基板１０との重なり部分に対応して形成されている。
【０００５】
第１の基板１０には、基板辺１０１に沿って形成されている第１の端子形成領域１１の中
央領域には第１の外部入力用端子８１が形成され、この第１の外部入力用端子８１からは
、対向する基板辺１０２に向かって複数列の画素駆動用の第１の電極パターン４０が延び
ている。
【０００６】
また、第１の端子形成領域１１において、第１の外部入力用端子８１の外側（第１の端子
形成領域１１の両端部）に相当する領域には、第１の外部入力用端子８１と隣接するよう
に、基板辺１０１に沿って複数の第２の外部入力用端子８２が並んでいる。これらの第２
の外部入力用端子８２からは、第２の基板２０の第２の端子形成領域２１と重なる位置ま
で第１の基板間導通用端子６０が延びている。第１の電極パターン４０、第１の外部入力
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用端子８１、第２の外部入力用端子８２、および第１の基板間導通用端子６０は、いずれ
もＩＴＯ膜（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｉｄｅ／透明導電膜）などによって形成されてい
る。
【０００７】
これに対して、第２の基板２０では、第２の端子形成領域２１のうち、第１の基板１０の
第１の基板間導通用端子６０と重なる位置には基板辺２０１に沿って複数の第２の基板間
導通用端子７０が形成されている。これらの第２の基板間導通用端子７０からは複数列の
画素駆動用の第２の電極パターン５０が延びている。第２の電極パターン５０、および第
２の基板間導通用端子７０も、ＩＴＯ膜などの透明電極によって形成されている。
【０００８】
このように構成した第１の基板１０および第２の基板２０については、第１の基板１０あ
るいは第２の基板２０にシール材３０を形成し、しかる後に、このシール材３０によって
第１の基板１０と第２の基板２０とを貼り合わせる。その結果、第１の電極パターン４０
と第２の電極パターン５０との交差部分によって画素がマトリクス状に形成される。ここ
で、シール材３０には基板間導通材が配合されているので、第１の基板間導通用端子６０
と第２の基板間導通用端子７０とは、シール材３０に配合されている導通材によって電気
的に接続する。
【０００９】
従って、第１の基板１０および第２の基板２０の双方にフレキシブル配線基板などを接続
しなくても、第１の基板１０の第１の外部入力用端子８１および第２の外部入力用端子８
２に対してフレキシブル配線基板２などを接続するだけで、第１の外部入力用端子８１を
介して第１の電極パターン４０に表示画像に基づくデータ信号を供給することができ、か
つ、第２の外部入力用端子８２、第１の基板間導通用端子６０、導通材および第２の基板
間導通用端子７０を介して、走査信号を第２の電極パターン５０に供給することができる
。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
図７および図８に示すように、各電極パターン４０、５０が直線的に延びており、かつ、
電極パターン４０、５０をそれぞれ異なる信号で駆動する電気光学パネル１では、各電極
パターン４０、５０の１本、１本に対応するように第１および第２の外部入力電極８１、
８２を形成せざるを得ないが、同一の基板上に形成した電極パターン４０のうち、ある特
定の複数の電極パターンについては同一の信号を供給して対で駆動することもある。この
ような場合には、基板上での電極パターンの引回しを改良して電極パターン同士を接続し
ておけばよいが、電極パターンのレイアウトによってはこのような引回しが不可能な場合
がある。このような場合には、たとえ同一の信号で駆動される電極パターンであっても、
それぞれの電極パターンに対して外部入力端子を形成し、これらの外部入力端子に対して
同一の信号を入力する必要がある。その結果、信号の種類よりも外部入力端子の数が多く
なるなど、冗長な設計になってしまう。また、このような多くの外部入力端子を形成でき
ない場合もある。一方、これらの外部入力端子に信号を印加するフレキシブル基板におい
ても、その配線パターンが冗長な設計になってしまう。また、フキキシブル基板にこのよ
うな複雑なパターンを形成できない場合もある。
【００１１】
そこで、本発明の課題は、導通材を用いた基板間導通を利用して、同一の基板上で同一の
信号で駆動される電極パターンについては１つの外部入力端子から信号供給することによ
り、設計の効率化を図ることのできる電気光学パネルを提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、本発明では、所定の間隙を介してシール材によって貼り合わ
された第１および第２の基板の間に電気光学物質が封入され、該電気光学物質の封入領域
の外周領域のうち、前記第１および第２の基板の互いに同一方向に位置する各基板辺付近
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において前記第１の基板に形成された第１の端子形成領域および前記第２の基板に形成さ
れた第２の端子形成領域で外部からの信号入力および導通材による基板間の導通が成され
ている電気光学パネルにおいて、前記第１の基板の前記第２の基板と対向する側の表面に
は、前記導通材による基板間での導通によって前記第２の基板の側の第１の端子短絡部を
経由して第１の電位が印加される第１の複数の電極パターンと、前記導通材による基板間
での導通によって前記第２の基板の側の第２の端子短絡部を経由して第２の電位が印加さ
れる第２の複数の電極パターンと、が形成され、前記第２の複数の電極パターンのすべて
は、前記第１の複数の電極パターンの間に形成され、前記第１及び第２の端子短絡部は前
記シール材の内側に配置されること特徴とする。
【００１３】
本発明では、同一の信号で駆動される複数の電極パターンが同一の基板（第１の基板）上
にあるにもかかわらず、それらを基板上で引き回して接続できないなどのレイアウト上の
制約があっても、これらの電極パターンについては、第１の基板と第２の基板との間で基
板間導通を２箇所以上で行うことにより、電極パターン同士を第２の基板の側を経由して
電気的に接続する。従って、同一の信号で駆動される電極パターンの各々に外部入力端子
を形成しなくても、一方の電極パターンに対して外部入力端子を形成するだけで、同一の
外部入力端子を介して各電極パターンに信号供給を行うことができる。それ故、第１の基
板には、電気光学パネルに入力される信号の数分だけの外部入力端子を形成すればよいの
で、冗長な設計を行う必要がない。また、電気光学パネルに信号供給するフレキシブル基
板などにおいても、信号の数分だけの配線パターンを形成すればよいので、冗長な設計を
行う必要がない。
【００１４】
本発明において、前記基板間導通材については前記シール材内に配合しておくことができ
る。
【００１６】
本発明は、前記第１の基板には、たとえば所定形状のセグメント電極を備える電極パター
ンが形成され、前記第２の基板には、前記第１の基板に形成されている前記セグメント電
極に対向する共通電極を備える電極パターンが形成されている電気光学パネルなどに適用
することができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
添付図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。なお、本形態の電気光学パネルに
おいて、図７および図８を参照して説明した電気光学パネルと共通する機能を有する部分
には共通の符号を付して説明する。
【００１８】
図１は、本形態の電気光学パネルの斜視図である。図２は、この電気光学パネルで行われ
る表示形態を示す平面図、図３は、この電気光学パネルを構成する第１の基板に形成され
ている端子および電極パターンの構成を示す平面図、図４は、第２の基板に形成されてい
る端子および電極パターンの構成を示す平面図である。
【００１９】
図１において、本形態の電気光学パネル１では、所定の間隙を介してシール材３０によっ
て貼り合わされた矩形の一対の基板間には、シール材３０によって電気光学物質封入領域
３５が区画されている。このシール材３０には、その途切れ部分によって注入口３９が形
成され、この注入口３９から電気光学物質封入領域３５内に電気光学物質としての液晶を
注入、封入できる。なお、第１の基板１０の外側表面に偏光板（図示せず。）が粘着剤な
どによって貼られ、第１の基板１０の外側表面にも偏光板（図示せず。）が粘着剤などで
貼られる。電気光学パネル１を反射型として構成する際には、偏光板の外側に、あるいは
偏光板の代わりに反射板（図示せず。）が貼られる。
【００２０】
この電気光学パネル１でも、外部からの信号入力および導通材を用いた基板間導通のいず
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れもが、第１の基板１０および第２の基板２０において同一方向に位置する各基板辺１０
１、２０１付近で第１の基板１０および第２の基板２０のそれぞれに形成されている端子
形成領域（後述する。）で行われる。すなわち、第１の基板１０は、基板辺１０１に近い
部分が第２の基板２０から外側に張り出すように第１の基板１０と第２の基板２０とが貼
り合わされているとともに、この張り出し部分１５に対してフレキシブル基板２を接続す
ることにより、第１の基板１０および第２の基板２０に形成した電極パターン（後述する
。）に対する信号入力が可能である。
【００２１】
本形態の電気光学パネル１は、図２に示すように、１つの数字を７つのセグメント９１～
９７で時刻などとして表示するタイプのものであり、この電気光学パネル１を構成する第
１の基板１０および第２の基板２０には、図３および図４に示すように、各セグメント９
１～９７を構成する電極パターン４０、５０が形成されている。
【００２２】
まず、第１の基板１０の第２の基板２０と対向する側の表面には、図３に示すように、第
１の基板１０の基板辺１０１の側の端部に、この基板辺１０１に沿って第１の端子形成領
域１１が形成され、この第１の端子形成領域１１には、第１の外部入力端子８１およびダ
ミーの端子８３が基板辺１０１に沿って所定の順序に配列されている。
【００２３】
第１の外部入力端子８１からは、電気光学物質封入領域３５の側（シール材３０の形成領
域の内側）に向けて第１の電極パターン４０が延びている。第１の端子形成領域１１のう
ち、電気光学物質封入領域３５の側（シール材３０の形成領域の内側）に位置する部分は
、第２の基板２０の側との基板間導通用に用いられるので、第２の基板２０との重なり部
分に対応して形成されている。
【００２４】
ここで、第１の外部入力端子８１から延びる第１の電極パターン４０には、そのまま略等
しい幅をもって延びる電極パターン４１と、第１の端子形成領域１１のうち、電気光学物
質封入領域３５の側でシール材３０の形成領域と重なる領域で一部が基板間導通用端子４
２０として幅広になってそこから電気光学物質封入領域３５に向けて延びる電極パターン
４２とが含まれている。さらに、第１の基板１０では、第１の端子形成領域１１のうち、
電気光学物質封入領域３５の側でシール材３０の形成領域と重なる領域に幅広の基板間導
通用端子４３０が形成され、この基板間導通用端子４３０からも、電気光学物質封入領域
３５に向けて電極パターン４３が延びている。但し、この電極パターン４３には外部接続
端子８１が形成されておらず、その延長線上に形成されている端子は、信号入力に関与し
ないダミーの端子８３である。これらの電極パターン４２、４３の先端側は、セグメント
９１～９７を構成するセグメント電極になっている。これらの端子や電極パターンは、い
ずれもＩＴＯ膜などの透明電極によって形成されている。
【００２５】
これに対して、図４に示すように、第２の基板２０における第１の基板１０と対向する側
の表面には、基板辺２０１に沿って第２の端子形成領域２１が形成され、この第２の端子
形成領域２１には、第１の基板１０の基板間導通用端子４２０、４３０と重なる位置に複
数の基板間導通用端子７０が形成されている。これらの第２の基板間導通用端子７０では
、２つの基板間導通用端子７０同士が端子短絡部７１で接続され、コの字形状の平面形状
を有している。これらの端子７０や電極パターン５０も同様にＩＴＯ膜などの透明電極に
よって形成されている。
【００２６】
また、第２の基板２０において電気光学物質封入領域３５（シール材３０の形成領域の内
側）では、第１の基板１０の電極パターン４０と重なってセグメント９１～９７を構成す
る第２の電極パターン５０（共通電極）が形成されている。この第２の電極パターン５０
は、全てが短絡パターン５００で電気的に接続している。この短絡パターン５００は、基
板辺２１０と略平行に配置され端子短絡部７１の内側（電気光学物質封入領域３５内方側
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）に沿って形成されている。この短絡パターン５００に対する電位の印加も、第１の基板
１０と第２の基板２０との間に挟まれた導通材を利用した基板間導通を利用して行われる
が、この部分の構成については、周知の方法で対応できるので、その説明を省略する。
【００２７】
このように構成した第１の基板１０および第２の基板２０については、第１の基板１０あ
るいは第２の基板２０にシール材３０を形成し、しかる後に、このシール材３０によって
第１の基板１０と第２の基板２０とを貼り合わせる。その結果、第１の電極パターン４０
と第２の電極パターン５０との重なり部分によってセグメント９１～９７が形成される。
ここで、シール材３０には導通材が配合されているので、第１の基板１０に形成されてい
る導通用端子４２０、４３０と、第２の基板２０に形成されている基板間導通用端子７０
とは、シール材３０に配合されている導通材によって電気的に接続する。すなわち、シー
ル材３０にはギャップ材および導通材が配合されている。この導通材は、たとえば、弾性
変形可能なプラスチックビーズ（ファイバー状又はボール状等）の表面にめっきを施した
粒子であり、その粒径は約６．６μｍである。これに対して、シール材３０に含まれるギ
ャップ材の粒径は約５．６μｍである。それ故、第１の基板１０と第２の基板２０とを重
ねた状態でその間隙を狭めるような力を加えながらシール材３０を溶融、硬化させると、
シール材３０は基板間導通用端子４２０、４３０、７０が形成されている範囲内で広がる
とともに、導通材は、第１の基板１０と第２の基板２０との間で押し潰された状態で基板
間導通用端子４２０、４３０と基板間導通用端子７０とを導通させる。
【００２８】
従って、第１の基板１０および第２の基板２０の双方にフレキシブル配線基板などを接続
しなくても、第１の基板１０の外部入力用端子８１に対してフレキシブル配線基板２など
を接続するだけで、外部入力用端子８１を介して第１の電極パターン４０および第２の電
極パターン５０に所定の信号を印加することができる。
【００２９】
但し、本形態では、第１の基板１０に形成されている複数の電極パターン４０には同一の
信号で駆動される電極パターン４２、４３の対が含まれており、これらの電極パターン４
０の対の一部については、図３に同一の信号で駆動される電極パターン４０同士に右下が
りの斜線および左下がりの斜線を付してある。これらの電極パターン４０のうち、外部入
力端子８１が形成されている電極パターン４２については、この外部入力端子８１から直
接、信号が入力される。これに対して、基板間導通用端子４３０が形成されているだけで
外部入力端子８１が形成されていない電極パターン４３については、図５を参照して説明
するように、図３および図４を参照して説明した第１の基板１０の側の基板間導通用端子
４２０、４３０、および第２の基板２０の側の基板間導通用端子端子７０を利用して信号
入力される。
【００３０】
図５は、本形態の電気光学パネル１において、電極パターン４３に信号入力するための構
成を模式的に示す説明図である。
【００３１】
図５に示すように、第１の基板１０には、同一の信号で駆動される電極パターン４２、４
３にはそれぞれ基板間導通用端子４２０、４３０が形成されている一方、第２の基板２０
には、基板間導通用端子４２０、４３０と平面的に重なる位置に基板間導通用端子７０が
形成され、これらの基板間導通用端子７０のうち、同一の信号で駆動される電極パターン
４２、４３に対応する基板間導通用端子４２０、４３０と重なる基板間導通用端子７０同
士はシール材３０の形成領域内側の端子短絡部７１で電気的に接続されている。従って、
第１の基板１０と第２の基板２０とを、導通材含有のシール材３０で貼り合わせたとき、
第１の基板１０に形成されている基板間導通用端子４２０、４３０と、第２の基板２０に
形成されている基板間導通用端子７０とは、シール材３０に配合されている導通材によっ
て導通が図られるため、第１の基板１０の基板間導通用端子４２０とこれに対向する第２
の基板２０上の基板間導通用端子７０が導電接続され、同時に第２の基板２０上でこの基
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板間導通用端子７０から端子短絡部７１を介して導通材を配合したシール材３０の形成方
向に配列して設けられた別の基板間導通用端子７０に電気的に接続され、更にこの基板間
導通用端子７０に対向する第１の基板１０上の基板間導通用端子４３０が導電接続されて
いる。従って、外部入力端子８１から信号が供給されるとその信号が電気的に接続される
接続経路は基板間導通用端子４２０から同基板上で延在して配線される電極パターン４２
に電気的に接続される接続経路と、基板間導通用端子４２０から上記の導電接続によって
同時に基板間導通用端子４３０に接続され、同基板上で延在して配線される電極パターン
４３に電気的に接続される接続経路が存在することになる。つまり、外部入力端子８１か
ら供給された同一の信号で駆動される電極パターン４２、４３同士は、第２の基板２０に
形成されている基板間導通用端子７０および端子短絡部７１を介して電気的に接続する。
すなわち、同一の信号で駆動される電極パターン４２、４３同士は、基板間導通用端子４
２０と基板間導通用端子７０との基板間導通、および基板間導通用端子４３０と基板間導
通用端子７０との基板間導通からなる２箇所の基板間導通を介して電気的に接続する。
【００３２】
このため、第１の基板１０において、電極パターン４２に接続している外部入力端子８１
から入力された信号は、この外部入力端子８１から延びる電極パターン４２に直接、供給
されるとともに、この外部入力端子８１に接続する基板間導通用端子４２０、導通材によ
る基板間導通、第２の基板２０に形成されている基板間導通用端子７０、第２の基板２０
に形成されている端子短絡部７１、第２の基板２０に形成されている別の基板間導通用端
子７０、導通材による基板間導通、および第１の基板１０に形成されている基板間導通用
端子４３０を介して、電極パターン４３にも供給される。従って、この電極パターン４３
については、個別の外部入力端子８１を形成しなくても、第２の基板２０の側を経由して
外部（フレキシブル基板２）からの信号供給が可能である。このように、外部入力端子８
１ではある特定の信号が供給される端子に対して異なる信号が供給される端子が側部に隣
接して配列されても、基板間での導通接続を用いることによって異なる信号が供給される
端子を跨いで同一基板上で他の電極パターンと導通を図ることができる。
【００３３】
このように、本形態の電気光学パネル１では、同一の信号で駆動される電極パターン４２
、４３の対が第１の基板１０上にあるにもかかわらず、それらを第１の基板１０上で引き
回して接続できないなどのレイアウト上の制約があっても、これらの電極パターン４２、
４３の対については、第１の基板１０と第２の基板２０との間で基板間導通を２箇所で行
うことにより、電極パターン４２、４３を第２の基板２０の側を経由して電気的に接続す
る。従って、同一の信号で駆動される電極パターン４２、４３の各々に外部入力端子８１
を形成しなくても、一方の電極パターン４２に対して外部入力端子８１を形成するだけで
、一つの外部入力端子８１を介して各電極パターン４２、４３に信号供給を行うことがで
きる。しかも、第２の基板２０の側を経由して電気的に接続する構成であれば、図５に示
すように、同一の信号で駆動される電極パターン４２、４３の対の間に、更に別の電極パ
ターン４２、４３の対が挟まれているようなレイアウトであっても、対応する電極パター
ン４２、４３同士を容易に電気的に接続することができる。それ故、第１の基板１０には
、電気光学パネル１に入力される信号の数分だけの外部入力端子８１を形成すればよいの
で、冗長な設計を行う必要がない。また、電気光学パネル１に信号供給するフレキシブル
基板２においても、信号の数分だけの配線パターンを形成すればよいので、冗長な設計を
行う必要がない。
【００３４】
［その他の実施の形態］
上記形態では、基板間導通を利用して１つの外部入力端子８１から２つの電極パターン４
２、４３に信号入力する例であったが、図６に示すように、基板間導通を利用して１つの
外部入力端子８１から３つの電極パターン４２、４３、４３に信号入力してもよい。
【００３５】
図６は、図１に示す電気光学パネルにおいて、基板間導通を利用して１つの外部入力端子
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から３つの電極パターンに信号入力するための構成を模式的に示す説明図である。
【００３６】
図６に示すように、本形態では、第１の基板１０には、右下がりの斜線を付した電極パタ
ーン４２と同一の信号で駆動される電極パターン４３が２つ（いずれにも右下がりの斜線
を付してある。）形成され、それぞれに基板間導通用端子４２０、４３０が形成されてい
る。一方、第２の基板２０には、基板間導通用端子４２０、４３０と平面的に重なる位置
に基板間導通用端子７０が形成され、これらの基板間導通用端子７０のうち、同一の信号
で駆動される電極パターン４２、４３に対応する基板間導通用端子４２０、４３０と重な
る基板間導通用端子７０同士は、いずれもシール材３０の形成領域内側の端子短絡部７１
で電気的に接続されている。従って、第１の基板１０と第２の基板２０とを、導通材含有
のシール材３０で貼り合わせたとき、第１の基板１０に形成されている基板間導通用端子
４２０、４３０と、第２の基板２０に形成されている基板間導通用端子７０とは、シール
材３０に配合されている導通材によって導通が図られる。このため、第１の基板１０にお
いて、右下がりの斜線を付した電極パターン４２に接続している外部入力端子８１から入
力された信号は、この外部入力端子８１から延びる電極パターン４２に直接、供給される
とともに、この外部入力端子８１に接続する基板間導通用端子４２０、導通材による基板
間導通、第２の基板２０に形成されている基板間導通用端子７０、第２の基板２０に形成
されている各端子短絡部７１、第２の基板２０に形成されている別の基板間導通用端子７
０、導通材による基板間導通、および第１の基板１０に形成されている基板間導通用端子
４３０を介して、右下がりの斜線を付した２つの電極パターン４３のいずれにも供給され
る。
【００３７】
なお、上記形態では、導通材をシール材３０に混入させて基板間導通部としたが、シール
材３０とは別に基板間導通部を確保してもよく、この場合の導通材として導電ぺースト等
を用いてもよい。
【００３８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係る電気光学パネルでは、同一の信号で駆動される複数の
電極パターンが同一の基板（第１の基板）上にあるにもかかわらず、それらを基板上で引
き回して接続できないなどのレイアウト上の制約があっても、これらの電極パターンにつ
いては、第１の基板と第２の基板との間で基板間導通を２箇所以上で行うことにより、電
極パターン同士を第２の基板の側を経由して電気的に接続する。従って、同一の信号で駆
動される電極パターンの各々に外部入力端子を形成しなくても、一方の電極パターンに対
して外部入力端子を形成するだけで、同一の外部入力端子を介して各電極パターンに信号
供給を行うことができる。それ故、第１の基板には、電気光学パネルに入力される信号の
数分だけの外部入力端子を形成すればよいので、冗長な設計を行う必要がない。また、電
気光学パネルに信号供給するフレキシブル基板などにおいても、信号の数分だけの配線パ
ターンを形成すればよいので、冗長な設計を行う必要がない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した電気光学パネルの外観を示す斜視図である。
【図２】図１に示す電気光学パネルで行われる表示形態を示す平面図である。
【図３】図１に示す電気光学パネルを構成する第１の基板に形成されている端子および電
極パターンの構成を示す平面図である。
【図４】図１に示す電気光学パネルを構成する第２の基板に形成されている端子および電
極パターンの構成を示す平面図である。
【図５】図１に示す電気光学パネルにおいて、基板間導通を利用して１つの外部入力端子
から２つの電極パターンに信号入力するための構成を模式的に示す説明図である。
【図６】図１に示す電気光学パネルにおいて、基板間導通を利用して１つの外部入力端子
から３つの電極パターンに信号入力するための構成を模式的に示す説明図である。
【図７】従来の電気光学パネルの外観を示す斜視図である。
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【図８】図７に示す電気光学パネルの分解斜視図である。
【符号の説明】
１　電気光学パネル
２　フレキシブル基板
１１　第１の端子形成領域
１２　第２の端子形成領域
１０　第１の基板
２０　第２の基板
３０　シール材
３５　電気光学物質封入領域
４０　第１の電極パターン
４２　外部入力端子が形成された第１の電極パターン
４３　外部入力端子が形成されていない第１の電極パターン
５０　第２の電極パターン
７０　第２の基板側の基板間導通用端子
７１　端子短絡部
８１　外部入力用端子
４２０、４３０　第１の基板側の基板間導通端子

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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